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はじめに

　近年フランスでは「積極的差別」という表現をよく見聞する。フランス政府の具体的な政策につ

いて「それは積極的差別だ」と形容する場合もあれば、ニコラ・サルコジ内相（当時）が2003年秋

に「イスラム知事」を設置する発言をした際に自らを「積極的差別」支持論者であると公言してか

らは、それを理念的、概念的にとらえる向きも見られる。

　だが、「積極的差別」論は、まだ正確に理解されていないようだ。特にサルコジ発言以降は、これ

をいわゆる「共同体主義」であるとして退ける見解がフランスに目立ってきているようだが、f積極

的差別」は「共同体主義」と同一視するべきものだろうか？

　一方、「積極的差別」批判も「共同体主義」批判もその根底にあるのは共和主義、より具体的に言

えば、革命来フランスの共和主義思想の根幹を成してきたといえる「平等Aすなわち共和主義的平

等である。「積極的差別」も「共同体主義」も共和主義的平等を侵害するものであるとして反対論者

は批判するのである、

　だが、筆者は共和主義論者が言うような「積極的差別」が「共同体主義」であるとする見解につ

いては疑問を抱いている。本稿は［積極的差別」について論考を深めることで「共同体主義」との

差異を明らかにするものである。その具体的事例として筆者がフィールドとしてきた、たびたびf共

同体主義」の事例として取り上げられるコルシカ島の現状を取り上げる。

第1章　共同体主義／共和主義論争の概念的整理

　まずはフランスにおける共同体主義論とはいかなるものかについて、従来の論及を概念的に整理

しよう。

第1節共同体主義の定義一一フランスにおける二っの共和主義論

　フランスにおける共同体主義についての言及は、宇野重規、中野裕二、北川忠明氏らの言及によ

れば、199。年代からで、それは80年代にアfVカで盛んだったりベラ・レ・コミュニタリアン論争

（自由主義か共同体主義かという論争）を紹介する形で、フランス独自の思想的背景・あるいは当

時のフランス政治社会の現状を反映して独自の形に発展したという1。ナターシャ・ポロニーによる

と共同体主義という語彙が現れるのは1951年からであるが、メディアや公の場で盛んに用いられる
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ようになるのは2000年ごろからだと指摘する2。．いっぽう、’政治哲学者アラン・ルく一は、11997年

にベルトンらがアメリカのこの論争を詳述した著書『．リベラtレ・コミュニタリアン論争』の刊行が、

フランスでの共同体主義についての議論を高めたきっかけであると指摘するa。以上の論述を踏まえ

れば、フランスで共同体主義に絡む議論が盛んになるのは90年代後半からということになろう。

　これらの論者が指摘しているそれ以外の共通点としては、フランスにおける共同体主義批判がフ

ランスの共和主義との絡みで論じられていることであるが、共和主義自体をどうとらえるかでフラ

ンスでの議論は二っに分類され、それによって共和主義批判の性質も大きく二分されるということ

である。具体的には、宇野は「伝統的な共和主義との連続性が強いグループ」と「自由主義とのか

かわりの中で新たに共和主義を再定義しようとする、新しい共和主義を模索するグループ」に分け

られるとし、前者にアラン・フィンケルクロートやレジス・ドブレ、ブランディーヌ・クリージェ

ルを、後者にアラン・ルノーやリュック・フェリー一、ドミニク・シュナペールらを代表的論客とし

て位置づける1。北川もほぼ同じ分類で、伝統的共和主義に対して「共和主義的民主主義」を掲げル

ノーとシュナペールの理論を分析している：1。中野は「新共和主義」と「ポスト共和主義」を掲げ前

者にドブレとピエール＝アンドレ・タギエフを、後者にジョエル・ロマンを分類しているfi。

　以上のことから小括すると、フランスにおける共同体主義の解釈は共和主義との関係において考

察する必要があることと、共和主義自体の解釈が「1呆守的」なものと「穏健的」なも！C）に分けられ

るということである。そこでまずは「保守的j共和主義の論客の共同体主義についての定義あるい

は解釈について言及する。

第2節　保守的共和主義者の共同体主義についての定義あるいは解釈

　まずは、フィンケルクロートの共同体主義について。彼の言及は2000年ごろから顕著となるが、

これはスイス生まれのイスラム指導者でヨーロッパのイスラム系移民に多大な影響力をもつタリ

ク・ラマダンの「ヨーロッパのイスラム教徒」論に対する反論という形で出てきた。ラマダンは出

身国の戒律や習慣およびその価値観に厳格な越境者世代（移民第一世代）とは異なる第二世代以降

のイスラム移民の文化や価値観をヨーロッパ各国の政教分離を尊重しながら確立することは可能と

し、第二世代以降の「ネオ・イスラム化」を掲げた人物であるが、そうした主張が共同体主義だと

してフィンケルクロートは批判する。

　ユダヤ系フランス人であるフィンケルクロートは「共同体主義の問題は抽象的なものでない」と

し、ラマダンが「欧州のイスラム教徒」とフランスのユダヤ人社会を同列に扱うことを真っ向から

批判し7、「我々は共同体主義に駆られているわけではない」と論じ、さらにこれに「ナシオンが多

文化社会に変容してしまうことはフランスのユダヤ人たちにとってはまったく好ましからざる事

態dであると加えるs。

　フィンケルクロートにおいて共同体主義とは、公共の空間における「アイデンティティの主張」
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ととらえられているようだ。「共和国とは対話の空間」であり、「共和主義は公共空間におけるアイ

デンティティ的要求を阻む」ものである。よって公立の学校は「アイデンティティを容認する場で

もなければ、主張する場でもない」。共同体主義とは公の場においてアイデンティティの要求に凝り

固まり、他者との対話を忌避する行為であり、これを容認することが多文化主義である、このよう

にフィンケルクm・一一トは論じている。

　一方、同じく保守的共fg主義者の代表的論客とされるドプレは、ライシテ問題と絡んで共同体主

義について触れている。2003年にイスラムスカーフ着用を禁止する法律の制定をシラク大統領に勧

告したスタジ委員会の中心メンバーでもあり、最終報告書の作成者でもある。またライシテ問題に

ついての別の報告書においても彼は、公立学校とは民族や宗教といった出自の共同体を超える

（transeommunautaire）場であるにもかかわらず、「共同体主義という悪魔の母胎になっている」9と、

イスラム系女子学生のスカーフ着用を放置していることを批判している。具体的な定義は見られな

いが、フィンケルクロート同様、公共の場で民族や宗教的アイデンティティを誇示することや、こ．

れらに絡む権利を要求する行為を指すと見られる。

第3節　穏健的共和主義者の共同体主義解釈

　ここでは、ルノーとタギエフの理論から共同体主義をどのように位置づけているか言及する。ル

ノーは、自由主義的要素を取り入れた新たな共和主義を構想するフランスには数少ないリベラルな

論客として知られているが1・、その特徴は多文化的状況への対応を多元主義（文化的多様性の尊重）

と共同体主義（多文化主義など承認の政治）の二つに峻別し、前者は自由主義に取り込むことによ

り共和主義との両立が可能であるとしながら、後者は自由主義にも共和主義にも相容れないとして

いる点であるtl。具体的には、1999年フランスは少数言語の公的使用を推奨するヨーロッパ憲章の

批准を憲法院違憲判決によって却下したが、ルノーはこれについてフランス語のみを「共和国の言

語」に規定している憲法第2条を問題視し、これに「地域文化言語の尊重」という語句を加えるこ

とを提唱している。しかし憲法院の違憲判決そのものは妥当と言及する。地域語の公的使用を勧め

る憲章をそのまま批准することは、地域語話者を共同体として公認し、かつ地域語話者のみの集合

的権利を認めてしまい、フランス共和国・人民の「単一不可分性」、市民間の平等という共和主義理

念に抵触するためだ12eすなわち文化釣権利や言語的権利は、個人においてのみ実現可能であって、

これを特定の集合体に付与することが共同体主義である、という主張である。　　1　’1　　・

　ここで注目すべきは、ルノーは共同体主義と多元主義を分け、前者を危険視する一方で後者を自

由主義に不可欠な要素としている点である。彼は後者を「合理的多元主義］もしくは「良識に基づ

く多元主義」とも呼び、すなわち「〈善〉の諸原則を前提とした」「個人の合意に基づき、自由な判

断により選択可能な」条件において多元主義は自由主義や共和主義と両立しうるとする一方で1㌔

テイラー流の「承認の政治」や、「多文化主義1は自由主義や共和主義を脅かすものとしていること
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である．

　一方、タギエフはりベラルな立場ではないが、旧来の保守的共和主義の硬直性を批判し、文化的

多様性を考慮した多元主義的要素を組んだ穏健な共和主義を提唱する。その「硬直性Jとは、保守

的共和主義論者の共同体主義批判が明確な定義を欠いた状態で「非難先にありきiという形で進ん

でいる点である。こうした状況は、共同体そのものやユダヤ系やその他異文化を背景とするフラン

ス人がフランスとは異なる共同体的感惜あるいはアイデンティティを抱くことそれ自体が「悪」だ

と決め付けられる傾向を生んでいるとタギエフは危惧している。また共同体主義が人種差別主義｛ラ

シスム）や反ユダヤ主義と完全同一視されていることも指摘している1’1。だが、タギエフは共同体

主親そのものの明確な定義はしていないし、共和国の法は遵守すべきであると論じており、共和主

義そのものの批判をしているわけではない。

第2章　　f積極的ssrl］とは何か

　共和主義に基づく共同体主義批判、あるいは共和主義か共同体主義かという選択肢それ自体が、

共和主義が「善」であり、それに合致しない政策や思想、あるいは権利要求は「共同体主義」の烙

印を押し、すなわち「悪」とみなしてフランスから排除しようとしてはいないだろうか？

　このような二項対立を超える』ものとして近年取り上げられているのが、「積極的差別

（discrimination　p。sitive）」と呼ばれる概念である。この概念は、2003年にサルコジ内相が演説

の際に用いたことで一般に知られることになった。それは、フランス国内には多数のイスラム系住

民がいるのに、人民の代表である政治にイスラム系がいないのは民主的とは言えない、イスラム系

知事を任命する必要性があると指摘したときであった15。

　当時この議論は、激しい反発を喚起した。シラク大統領をはじめとして主要紙のほとんどは、彼

のこの論調を取り上げ、サルコジはフランスにアメリカ型の「アファーマティブ・アクション」を

導入しようとしている、などと非難したn；。以降、「積極的差別1は否定的に語られることが多い。

　だが、フランスでは法学や社会学など学術領域において「積極的差別」概念はそれ以前から用い

られている。理念や思想としての研究はもとより、具体的にフランスで講じられた諸政策に対して

の分析的概念として用いられることが多いようだ。以降、「積極的差別」について考察してみたい。

第1節　　「積極的差別」概念の形成

　「積極的差別」概念がフランスで論じられるようになるのは、1990年代半ばである。当時の全国

労組FO総書記マルク・ブロンデルが1994年、『ルモンド』紙にこの表現を用いている。『正義論』の

著者であるアメリカのジョン・ロールズの言説を批判する形で「積極的差別」を取り上げている。

その言説とは「正当である不平等と不当である不平等を区別すべき」というものであるが、ブロン

デルは、こうした思考はアメリカ型民主主義であって、フランス型民主主義にそぐわないものだと
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して批判的にとらえている17。1997年にはコンセイユ・デタは年次報告書の中で都市政策、地域政

策の幾っかにっいて「積極的差別」として前向きにとらえている。具体例として、ZEP優先教育地

帯）、ZFU（都市非課税地帯）、ニューカレドニアのメラネシア系住民のみを対象とした主権分有（ニ

ューカレドニア地位法）などをとりあげ、こうした諸政策は不利な状況にある地域を支援すること

により、フランスの政治社会統合をより強固にする平等主義的なものであるとして、肯定的にとら

えているのが特徴であるlti。　ZFUについては1999年の都市大臣による報告書にも「積極的差別」と

して表現され、具体的な成果があげられたとして肯定的に述べられている19。その前年には法学者

アンヌマリー・ルプリエが「積極的差別Jに否定的な論文を掲げている20。以降、主に社会学者や

法学者らの「積極的差別」に関する論考を頻繁に見ることができる。

　これらの論者の共通するところは、「積極的差別」概念の定義がアメリカの「アプァーマティブ・

アクション」にもとめているところだ。それゆえに、サルコジ発言が「アファーマティブ・アクシ

ョン」であるとして大きな批判を惹起したのである。アファーマティブ・アクションとは、アメリ

カでの公民権運動後に見られる有色人種優遇政策のことで、大学への入学定員や企業の新規雇用に

有色人種のための枠を設定し、白人よりも低い条件で受け入れることにより有色人種を優遇する政

策を指す。だがこの政策は1970年代が中心であって、リベラリズムが台頭する80年代以降は撤廃

される傾向が強いe

第2節　　「積極的差別」は「クォータ」か？

　アファーマティブ・アクションの特徴は、「クォータ」を前提としていることである。「クォータ」

とは、募集する人員の一定数を、ある特定のカテゴリーの人々のために割り当てることを言う。「あ

る特定」とは何らかの形で劣勢、不平等な状態にあることで、そうした人々を優遇させることで、

社会統合や平等を実現しようというのが目的である。だが一方、その手法が逆に不平等であるとい

う理念的な批判や、その効果を疑問視する意見も強い。人種や民族、宗教や言語、性別や身分とい

う区別をし、これらのカテゴリーに基づく集合体としての権利を否定するフランス共和主義もまた

クォータ制には批判的である。1982年には人ロ3500人以上のコミューヌ議会選挙で、各党の比例

代表名簿立候補者の75％が同一の性に独占されるr：とを禁ずる改正選挙法が成立したが、憲法院は

これを「性によるクォータ」であるとして違憲判決を出している21。

　だが、「積極的差別」を「クォータ」と同一視する一部反対論者の見解は正しくない。サルコジ自

身は「積極的差別」に前向きな発言はしているものの、「クォータ」については明確に否定している。

「積極的差別」の鯉とされているZEPは特定地区特に貧困や暴力が目立ち・退学率や撲率の

高い郊外地域に優先的に教育予算や教員を配分する政策で、2001年からはシァンスポ（パリ政治学

院）にZEP対象地域のリセ卒業者を特待的に入学させる制度を設けたが、これは「区域」を対象と

したものであり、特定の人種や民族、信者などを対象とした「クォー一タ」とは異なる。ジョスパン
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政権が発足した1997年以降、直「積極的差別」の典型ともいえるパックス．（市民連帯契約）法（1999

年）やパリテ（比例代表選挙立候補男女同数制）法（2000年）が相次いで可決成立したが、パック

スは同性愛者だけを対象としたものではないし、パリテは「クォータ」であるか否か議論は分かれ

るが、憲法院は合憲であると判断している。

　以上のことから考察すれば、「積極的差別」の起源はアメリカの「アファーマティブ・アクション」

であるが、むしろその本質はZEPやパリテ、パックスなどフランスの左派政権（とりわけ1997年以

降のジョスパン政権〕が取り組んできた諸政策にあると見ることができるだろう。

第3節　共和主義的平等／共同体主義の二項対立を超克する「積極的差別」

　　「積極的差別」は、現実の不平等を「共和国」の枠内で是正する有効な思想および方策とみるべ

きであろう。もはやフランスでの「社会的断裂」および「排外」状況はかなり深刻な状況にあり、

旧来のように共和主義的平等を唱えるだけでは、状況は一向に改善されないからだ。

　社会学者エリック・・ケスラシーは、「積極的差別」を共和主義的平等の批判にたちっっも、「共和

国」の範囲内で現実の平等を目指す慨念と位置づける22。その姿勢は「積極的差別」もまた「反共

和主義的」、すなわち共同体主義の烙印を押すエリザベット・バダンテールや盟、「積極的差別」は

いかなる形態であれ、対象となるのは終局的には何らかの人的集団であり、平等に反すると主張す“

るルプリエらZ’1、すなわち共和主義的平等の信奉者への反論であろう。

　まず、ケスラシーはフランスでこれまでに実施された「積極的差別」の政策は、アメリカ型の人

種や宗教グループを対象とした「エスニック」な「積極的差別」（すなわちアファーマティブ・アク

ション）とは異なV），　「社会経済的」もしくは「地理的」な「積極的差別」であるとし、「積極的差

別」を直ちにアファーマティブ・アクションや多文化主義と同一視し、その帰結として「共同体主

義」の烙印を押す共和主義論は短絡的であると批判する25D

　あわせて、ケスラシーは共和主義的平等が既に限界に達し、それを声高に叫ぶだけでは目下の諸

問題を解決するのに何ら貢献しないと加える。「平等が共和主義の中心的価値観であることは、役場

の入り口に掲げられている『自由、平等、博愛』のモットーが彫られている石版を見れば確認でき

よう。だが、〔中略］このような理論的平等では満足には程遠い」。「平等だけで格差を是正できるな

どと思うことは止めるべきだ．諸市民は不統一な諸個人として見られるべきだ」。「共和主義的平等

は、最大多数者が＃．igする機会、の均等を実現するにはもはや極めて不十分だ」25。ケスラシーの共

和主義的平等に対する不信感は根強い。

1だが、ケスラシーはアファーマティブ・アクションの導入については否定的である。アメリカ型

多文化主義を「共同体主義」とみなし、それは共通の価値観を共有する市民からなる1共和国」を

危険に晒すからであるとしている27。だが、ここでいう「共同体主義」は、保守的共和主義論者が

言うような烙印としてのそれではない。ケスラシーの著書De　la　discrimination　positiveの諸記述
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に従えば、「共同体主義」の定義はつぎのようになる。

　i）「エスニック」な要素（人種、民族、言語、宗教など）により定義される人的集団が、他のフ

ランス市民よりも「エスニック」であるという理由のみによって権利の面で優遇されること

　ti）公職への採用、公共サービスへのアクセスにおいて「エスニック」であるという理由のみに

より優遇されること

　iij　）「エスニック」集団と他のフランス市民とのコミュニケーションを断っぐあるいはそれにつな

がる危険性のある政策を講ずること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・tJJI1．

　嗣個人の権利や自由、人権よりも「エスニック」集団の慣習やしきたりを優先すること（多重、

婚、強制結婚、割礼や通過儀礼の強制、スカーフ着用や信教の強制）、にあるいはそれを容認するこ

と

　v）公共の場所、空間において「エスニック」なシンボルをこれ見よがしに（。stentat。ire）着

用すること、またこれ見よがしにではなくともこれらを着用しながら「エスニック」としての集合

的な権利を要求し、あるいは他者や隣人の権利や自由を侵害すること（授業のボイコットや特定宗・

教の勧誘）L’a

第3章雇用の「コルシカ化」をめぐる問題

　つづいて、コルジカ問題について「積極的差別」概念を用いて考察する。「コルシカ問題」が何を

意味するのか多様であるが、fコルシカ人民（p巳uple　corse）」の規定を第1条に設けた1991年のジ

ョックス法の成立以来、たびたび「共同体主義」の典型として批判を受けている。憲法院も「コル

シカ入民」規定にっいては、共和主義的観点から違憲であるとしてこれを削除したことは記憶に新

しいe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　コルシカについての共和主義者による共同体主義批判は、2004年、形を変えて再び高まる。それ

は、「雇用のコルシカ化（c。rsisati。n　de　lt　emploi）」である。これはフランス本土とコルシカを連

絡する国有フェリーSNCM（コルシカ地中海国有海運公社）に、コルシカ島在住者の雇用を促進させ

る目的で、当時のラファラン政権が導入したものである。この政策に対して、全国労組や一部ジャ

ーナリズムが「共同体主義」であるとして批判を繰り広げる。この問題について「積極的差別」概

念から考察してみたい。

第1節SNCMおよびコルシカ労組STCについて

（1）SNCM

　コルシカ島とフランス本土の地中海沿岸都市（マルセイユやニース）を定期的に連絡する航路は

1880年、当時のジェネラル・トランスアトランティック社によって開設された。だが、当時は島と
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大陸との往復ではなく、アルジェリアなど北アフリカ植民地への経由地点としてであった。1892年

には経営権はマルセイユのフレシネ社に譲渡されるものの、戦後の1948年、国民議会の採択により、

再びトランスアトランティック社に国家の庇護の下で経営権が与えられることになった。だが、ア

ルジェリア戦争とその後の独立により、船体の多くがフランス系入植者たちの本国帰還用にまわさ

れ、さらにアルジェリア航路の多くが廃止されたことから、経営状況が悪化する。またこのことに

よって運賃が高騰しただけでなく、コルシカ島内での生活必需品の価格高騰も引き起こされた。コ

ルシカはほとんどの必需品をフランス本土での生産に頼っていたことが災いした。1968年には海運

事業の再編により、トランスアトランティック社は解体され、その地中海部門は他社と合併し新た

に誕生したジェネラル・トランスメディテラネアン社によりコルシカー本土航路が運営されること

となった。しかしながら、困難な経営状況とコルシカの物価高は解消できず、1975年に現在の国有

のS：VCMが生まれる。　SNCMはフランス国鉄との運賃連続制の採用などにより、コルシカの物価高を

ある程度は抑制することには成功し、船体の近代化や高速化、ファミリー割引の導入などサービス

の向上も目指してはいるが、航空利用者の増加とイタリア資本の強力なライバル、コルシカ・フェ

リー社の出現によって、国からの補助金は増加しているにも関わらず相変わらず経営状況は苦しい。

　（2）STCと「コルシカ化」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　STC（コルシカ労働組合）は、1984年、分離主義運動のFLNC（コルシカ民族解放戦線）の下部組織

と誕生した、主に運輸・小売サービス業（地元スーパー等）など民間企業の勤務者が組織するグル

ープであるZ”。社会主義を志向し、当時非合法化措置により抑圧を受けていた政治運動を補完しう

る社会組織として位置づけられていた3e。当時掲げていた綱領は、「社会主義的革命とコルシカ民族

主義の融合Jで、具体的には革命闘争路線を通じ、コルシカ労働者の資本による搾取を打開すると

同時に、雇用の「コルシカ化（corsisation）」、コルシカ言語文化の教育、コルシカの集合的利益を

国家に承認させることなどを目標にしていた3L。そしてCFDTやCGTなど既存の労組をフランス植民地

主義国家の利益の代弁者であり、地元の代議士「クラン（cユan）」と癒着しながらコルシカ人の地元

雇用を阻害していると非難しだ2。

　　「コルシカ化」というのは、民族主義系労働組合の中から出された雇用上の論理である。コルシ

カの公企業や民間企業の多くは幹部が本土出身者で占められ、また一般職員もこうした幹部と「ク

ラン」との癒着によって、本土出身者がかなり占め、その分コルシカ出身者がなかなか就職できな

い状況が構造化していたe「コルシカ化」はこれを打開するもので、島で活動する公企業・民間企業

’は、雇用・就職・昇進において「コルシカ語を話せる者jを「話せない者に」優先させるべき、と

いう論理である。

　一部の教職やテレビ・ラジオ放送においては、この「コルシカ化」は部分的ではあるが、導入さ

れている。例えば、コルシカの小学校では近年、理科や社会、算数や体育などをコルシカ語で教え
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る「二言語学級」が導入されつつあるが、それに採用される教員は、上記学科の免状を有するだけ

ではなく、コルシカ語を母語とするか、コルシカ語での教育経験を有するか、大学等高等教育機関

でコルシカ語を研究するか、コルシカ語の教員免許も有することが条件付けられている33。テレビ・

ラジオについて言えば、ミッテラン時代に行われた放送の分権化によって、コルシカで放送される

国営のFR3（現フランス3）とラジオフランス（現フランスブルーRCFM）でコルシカ語放・送が部分的

に開始されたことによる。この放送実施に伴い、コルシカ語が可能なジャーナリストやアナウンサ

ーが優先的に採用されることとなり、あるいは局内での二言語研究が実施されることとなった。こ

うした部門での限定的ではあるが「コルシカ化」の動きは、STCなどコルシカ労組の影響もあったと

言えるだろう。

第2節　SNCM長期間スト

　だが、放送や教育部門での「コルシカ化」の部分実施は、コルシカ語やコルシカ文化に直接関わ

る活動だからというのがその理由であり、直接コルシカ語と結びっくわけではない小売や運輸、そ

の他のサービス業において「コルシカ語話者」をそうでない者よりも優先的に雇用させる、という

ことは、共和主義論者が批判するアファーマティプ・アクションや共同体主義につながりはしない

だろうか？

　だが、2004年9月のSNCMの長期ストライキをめぐる「コルシカ化」にっいては、　STCの要求には

言語優先項目は一切ないのである。その主張の詳細やその後の論争について触れる前に、ここでは、

SNCMの長期スト事件そのものの経緯について述べる。

　「雇用のコルシカ化」が問題になるのは、STC所属SNCM乗務員および港湾職員計70名ほどがフェ

リーの運航を1週間近くブロックし、要求としてこの公社のコルシカ島民に不利な雇用形態を改善

し、そのために、コルシカ島民を優先的に雇用するfコ！vシカ化」を、SNCM総裁の任命権を有する

フランス政府が公式に承諾することを掲げた。フランス政府（ラファラン政権）は、STCおよびコル

シカの政治関係者と「コルシカ化」をめぐる交渉を受諾することを表明したため、10月はじめ、ス

トはようやく解除され、SNCMは通常運航に戻った。　SNCMはこの年の3月、一旦はSTCの要求を呑む形

で「コルシカ化」を受け入れたのだが3’t、すぐさまこれを撤回したことが、今回のストの直接の原

因である。

　ヌ・トの長期化による深刻な打撃を回避するため、SNCMはSTCと雇用その他の条件をめぐる交渉を行

い、その結果協定に合意した。「船員の雇用に関するコルシカ島居住者の再均衡化」という項目では、

次のような項目が取り決められた35。

」i）新規雇用におけるコルシカ島居住者と他地域居住者との再均衡化（reequilibrage）

li）コルシカ常駐のSNCM副総裁職を新設し、副総裁を筆頭に、コルシカ島内の職業リセに船員養
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成コースを設けること

　苗）新規雇用試験をコルシカ島内で実施すること

　そしてこの両者の合意が当時のラファラン内閣の閣議によって承認された。閣議後首相は、かか

る合意内容は、「雇用差別撤廃原則に反することはなく、今後両者の合意が実施される段階でこの原

則が確約されるよう監視する」36と声明を出した。

　ここで若干、説明を加えよう。国有企業であるSNCM職員のうち、港湾や船員など海運事業に関係

する職員すなわち公務員はスト時点において2367名で、うちコルシカ在住：者は816名であった37。

残りはSNCM本社のあるマルセイユおよびその周辺地域からの雇用となっている。雇用比率はおおよ

そコルシカ1に対し、マルセイユを含むPACA地域が3となっている。この比率が「不当に」コルシ

カからの雇用を阻害しているのかどうかにっいては議論が分かれる。『ユマニテ』は、SNCMとSTCは

「均衡化」には数値化や「クォータ」は設けられていいないが、暗黙の目標として、海運職員にお

けるコルシカ在住者の比率を、現在の4分の1程度から40～45％に引き上げる想定と指摘している

Is

　さらにもう一つ付言しておくならば、STCは要求段階で「コルシカ化」の文言を掲げていたが、

SNCMとの合意段階ではこの文言は回避し、上述の「均衡化」に落ち着いている。ラファラン内閣の・

閣議もまたこの点で、合意文書はフランスの共通法上、何の問題もないと結論したのであるeもち

ろん、STCなど民族主義系コルシカ労組が当初の活動で掲げていた「コルシカ語」などの条件もな

い。そしてその「均衡化」とは、いわゆるアメリカの「アファーマティブ・アクション」とは異な

り、二重基準を設けてはいない。船員あるいは港湾職員の今後の新規雇用においては、採用希望者

が研修や訓練等において「同等の資格・適性」を有する場合には、従来のコルシカと他地域との採

用比率を「均衡化」させる、というものである。

第3節　　「雇用のコルシカ化」をめぐる論争

　SNCMは今後、コルシカ島とフランス本土を連絡する航路の船員新規雇用において、コルシカ島居

住者を増やすこととなったが、この措置に対する反論が各所から出される。

　まずSNCMのこの協定とそれを追認したラファラン政権に対して批判したのは、労組CG丁であった。

CGTはSNCft｛の船員にも加盟者がいたが、今回の「雇用の：コルシカ化」を要求するストについては賛同

せず、スト参加者の3％に過ぎなかった39。そしてスト期間中「休暇を強いられ」かつその期聞分の

「給与が減額された」という組合員への処遇、そしてSNCMwa員の「多数派」であるCGTを差し置いて

「少数派jにすぎない4°、すなわちSNCM職員の少数意見に過ぎないSTCとだけ協定を締結する手法も

さることながら、今回の「再均等化」措置は、「民族主義者の要求に屈した」「差別を生み

（descriminatoire）」かねないものだとして強く非難した41。他の全国労組もこの合意を批判して
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いる。FOは合意内容が「共和主義的価値観に合致しない共同体主義の形態」42を課すものとして非

難した。全国労組はいずれもこの「均衡化」措置を「逆差別」あるいは「共同体主義」とみなし、

共和主義に反するものと位置づけている。

　左翼政党、特に共産党もこの論調である。『ユマニテ』はSNCMとSTCの「均衡化」は、確かに「コ

ルシカ化」や「クォータ」を明記してはいないが、将来的にはそれにつながる危険性が十分にある

ものと断定し、また、サルコジ内相の「積極的差別」との類似性を指摘している．また、この措置

はフランスの政府と財界、コルシカ民族主義者の「癒着」であるとし、政府一財界は週労働35時間

法を形骸化させ、一方的な民営化路線によって労働者に過酷な競争を強いている一方で、SNCMでは

選挙対策のためコルシカ民族主義者と妥協した一貫性を欠いた政策を取っていると、コルシカ民族

主義と保守中道主義政党を非難しているt3。

　ラファラン内閣の閣僚からも批判が出た。特にバトリック・ドゥヴェジャン産業担当国務大臣は

「民族至上主義的合意（un　accord　ethniciste）」であり、フランスが二のようなことをするのは、⊥

「ドイツ占領時代に行われたユダヤ人の選定においてその民族的定義を法に盛り込んだ」ことぐら

いで、「歴史上の最も汚点となるべき事件の一一っだ」と述べたdd。

　有力紙も軒並み、両者の合意および政府の追認に批判的であり、『フィガロ』はこれが結局「雇用

のコルシカ化」であって、「明確な人種差別」であり「きわめて問題」ある．「なら、SNCM利用者の

料金も地域によって別にすべきではないか」とも社説で述べている帖。　『リベラシオン』もまた、

この妥協は名前を冠していないものの眠族によるクォータ制であり、驚くべきことだ」と言及す

る1Ge地方紙もほぼ同様の論調で、オーヴェルニュ地方の日刊紙『ラ・モンターニュ』は、「均衡化」

措置を極右FNが掲げる「国民優先（preference　nationale）1になぞらえて「コルシカ優先（preference

c。rse）」と皮肉り、「企業や公職に今後、オー一ヴェルニュやアルザス、プルター一ニュなど地域別クォ

ータが設けられたらどうするのか」と非難した」〒。

結論

　ラファラン政権が容認したSNCMの雇用のfコルシカ化」は、第2章にて詳述した「積極的差別」

概念にまさに該当するものであろう。一部政党や労組が共和主義観点から非難しているものの、そ

れは「クォータ」の導入や「民族至上主義」ではなく、むしろ、フランス本土側に偏っていたSNCM

職員リクルーJ gの均衡化を図ることを目指したものである。もちろん、「コルシカ化」概念はs本来

は1970　4代の分離主義運動の中で生れたもので、コルシカ島からのフランス語、フランス人、フラ

ンス資本の「追放」を目指すものであった。しかし、独立主義が下火となる80年代になると・この

概念は、コルシカ語能力を有する者を雇用で優先する、という民族主義系労組が掲げた目標に転化

する。そして今回のSNCM事件ではそうした言語や民族といった「エスニシティ」による基準で設け

た優先雇用ではない。よってSNCMの雇用コルシカ化は、アファーマィブ・アクションとは異なるも
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のといえるだろう。

　歴史学者ジャック・ジュイヤールはフィンケルクロートと『ルモンド』編集長ジャンマリ・コロ

ンバニとの対談で、「私はジョスパン首相がコルシカに対して提示した改革案の中に見られる共同体

主義の高揚を懸念している」JIBと述べ、これに同意するフィンケルクm一トも「共同体主義の挑戦

は政治より法律の問題」としながらもその懸念を表明し、パリテやパックスとともにコルシカ人に

対する特別地位の付与などその事例としてあげているly。もう一つの特徴はこうした動きを「多文

化主義的逸脱（la　derive　multiculturaliste）」とし、多文化主義を共同体主義と同一視し、これ

らがフランス共和国にとって望ましからざる危険なものだと警告する姿勢である5v。

　だがここでも、「積極的差別」と「共同体主義」は分けて考察するべきであろう。もちろん、地域

的に何らかの特権を付与することは、共同体的アイデンティティや感情の高揚につながることはあ

りうる。だが、アイデンティティや感情までを共同体主義であるとして批判することはタギエフが

指摘したように共和主義の逸脱であろう。

　フランスの共同体主義解釈をまとめるならば、結局、それ自体の定義があまりなされないままに、

近年見られる新しい権利要求や主張、制度改革や政策に対して、批判や非難、排除のレッテルとし

て共同体主義なる表現が用いられているに過ぎない、ということになる。つまり、共和主義から少

しでも逸脱するもの、共和主義の枠に収まりきれないものは自動的に共同体主義であり、フランス

にはふさわしくないもの、という解釈である。

　「積極的差別」概念を明確にすることで明らかになったのは、これまでの「共和主義／共同体主

義」という二項対立の図式自体の問題である。それは、第一点には共和主義か共同体主義かという

二項対立の図式それ自体が共和主義的産物だということである。第二点には、この図式には共和主

義が無謬であるという信奉が背景にあり、同時に共同体主義は必然的に「悪」という図式を伴って

いることである。そして最後には、共和主義の理念や概念に少しでも一致しないものがあると、そ

れを共同体主義であるとして非難する。あるいは、一致しない部分の是正だけではなく、そうした

部分を含む事項それ自体を共同体主義とみなすことである。
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